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○

来客用のｺーﾋー鮫際費？

Q:当社の応接室には来客用のタバコを常

備しています。その購入費用や来客用のイン

スタントコーヒー、紅茶、麦茶の購入費用は

交際費になるのでしょうか。

A.:交際費となるか、交際費に含まれない

会議費となるかでは法人にとっては関心の高

いところです。

（1）交際費とは．…法人が得意先、仕入先

等に対して接待、供応、慰安、贈答、その他

これらに類する行為のために支出するものと

されています。

（2）会議費とは…･通達には、会議に際し

て社内又は通常会議を行う場所において通常

供与される昼食の程度を超えない飲食物等の

接待費用は、原則として会議費にしてかまわ

ないこととされています。

ご質問の場合は、応接室で来客との商談、

打合せ等の際に供与されるもので、この場合

は「会議」に含められることが相当と考えら

れますので、会議費として交際費に含めなく

ても差し支えありません。

また、会議が一日にわたるため、近くのし

ストラン等で簡単な昼食をとった場合、その

会議が実態を備えていれば、会議場以外の場

所での昼食でも会議費になります。

夜の接待費は控えて、お昼を兼ねた会議や

打合せをすれば、経費節減にもなり二重効果

というものでしょう。


